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令和８年度 施 政 方 針 

 

議長のお許しを得ましたので、ここに令和８年度の町政運営に当たり、

施政方針及び予算の概要を申し上げます。  

議員の皆様、そして町民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

１．はじめに  

 私が令和７年６月に町民の皆様のご支持をいただき、町長に就任してか

ら、早くも９か月が経とうとしております。  

私は、これまで積み重ねてきた松伏町の良さを大切にしながら、「伝え方

を変える」・「やり方を変える」・「視点を変える」、そうした小さな「変化」

を積み重ねていくことで、松伏町の行政について一つでも多くのことを町

民の皆様にお伝えし、より身近な行政にすることが重要であると考えてお

ります。  

議員の皆様、町民の皆様と共に地域の力をさらに高め、次世代へとつな

がる松伏町の大きな未来を築いていけるよう、町政運営に取り組んでまい

ります。  

 

町長に就任してから今日
こんにち

まで、「町民の皆様が主役のまちづくり」を合言

葉に、「高野町長と語ろう！～オープンミーティング～」の開催や町内のイ

ベントにも積極的に参加するなど、町民の皆様の声を丁寧に伺ってまいり

ました。  
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また、令和７年１０月に実施した組織の見直しをはじめ、松伏町の新た

なガイドマップの作成やホームページのリニューアルを進めるなど、町の

魅力をより多くの方に知っていただくため、「伝え方」に変化を加える取組

を実施し、町のプロモーションに力を注いでおります。  

さらに、令和８年１月からは、松伏町ＬＩＮＥ公式アカウントを活用し

たオンライン行政サービス「スマホ町役場」を開始いたしました。  

これにより、３６５日２４時間、町民の皆様が来庁することなく、スマ

ートフォンから一部の手続や情報の取得が可能となりました。子育て世代

や働く世代、高齢者の皆様も含め、行政サービスを利用できるよう順次サ

ービスを拡大していく予定であり、利便性の向上と行政運営の効率化を同

時に進めております。  

これらの取組は、議員の皆様、町民の皆様のご指導とご協力があってこ

そ実現できたものであり、心より感謝申し上げます。  

 

今回、町長就任後初めての当初予算編成となりましたが、「子育て全力応

援のまち」の実現を目指し、第６次総合振興計画の視点に立ちながら、事

業内容の精査と優先順位付けを徹底し、限られた財源を最大限に活かす観

点から、実現可能な施策について慎重に検討を重ね、予算編成を行ったと

ころです。  

 

２．  学びと暮らしに安心を  

次に、令和８年度は、「学びと暮らしに安心を」をテーマに掲げ、町民の

皆様の生活を守り、次世代を担うこどもたちの未来を切り拓くための次の



3 

 

５つの重点施策について、進めてまいります。  

 

まず、１つ目としまして、私が公約に掲げております「給食費の無償化」

について申し上げます。令和８年度は、小学校の学校給食費の無償化を実

施いたします。また、中学校につきましては、１学期の集金分の学校給食

費を無償化いたします。さらに、第３子以降の生徒の保護者に対して学校

給食費に相当する額を補助します。これにより、子育て世帯の経済的負担

を軽減し、こどもたちの健やかな成長を町全体で支えるとともに、教育環

境の充実に向けた確実な一歩を踏み出してまいります。  

２つ目としまして、学びの場における安全の確保も優先課題として取り

組んでまいります。近年の夏場の異常ともいえる気温上昇から児童を守る

ため、町内小学校３校の体育館への空調設置に向けた詳細設計に着手いた

します。夏場の気温上昇期においても、こどもたちが安心して教育活動に

専念できる環境を整えてまいります。  

３つ目としまして、私が公約に掲げております「みんなにやさしい道路

環境の整備」の実現について申し上げます。これまで歩道の改修を行って

いた田中地区及びゆめみ野地区の町道６号線に加え、かがり火公園からふ

れあい橋までの町道７号線の歩道の修繕を実施するとともに、生活道路の

計画的な維持管理にも力を注ぎ、高齢者からこどもまで、誰もが安心して

利用できる安全な道路環境を整備し、日々の暮らしの基盤をより強固なも

のにしてまいります。  

４つ目としまして、「まつぶし生活応援給付事業」を実施します。この事
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業は、全ての町民の皆様を対象に、町民一人当たり５，０００円の現金給

付を行います。給付に当たっては、世帯主へ支給することとし、町として

初めて「スマホ町役場」による給付を導入いたします。これにより、大手コ

ンビニエンスストアのＡＴＭでスマートに給付金を受け取ることが可能と

なり、町民の皆様の利便性の向上を図りながら給付を実施してまいります。 

 

５つ目としまして、水道料金の基本料金を軽減する負担軽減策を実施し

ます。全ての町民の皆様につきましては、基本料金２か月分を免除し、全

ての事業者の皆様につきましては、基本料金のうち２か月分の２，０００

円を減免します。  

 

以上の２点につきましては、物価高騰の影響を直接的に緩和する施策と

して、大きな意義を有するものと考えております。  

こうしたことから、スピード感と柔軟性を備えた行財政運営の実現を目

指し、政策決定とシティプロモーションを一体的に行い、並びに行財政運

営の効率化を図るとともに、激甚化が進む自然災害に迅速に対応するため、

課の再編も行います。  

 

３．第６次総合振興計画に沿った主な事業  

 それでは、第６次総合振興計画の７つのまちづくりの目標に沿って、主

な事業をご説明申し上げます。  

令和８年度は、「松伏町第６次総合振興計画」に基づく取組が３年目を迎

える年となります。これまで積み重ねてきた取組を着実に実行し、成果へ
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とつなげていく重要な一年となります。  

 

（１）子育て、教育  

 はじめに、私が「子育て全力応援のまち」を掲げて、特に力を入れている

「未来を担うこどもたちが健やかに育ち、生きる力をはぐくむまちづくり」

について申し上げます。  

子育て家庭への支援につきましては、小学校の学校給食費を無償化し、

中学校につきましては、１学期の集金分の学校給食費を無償化いたします。

さらに、第３子以降の生徒の保護者に対して学校給食費に相当する額を補

助します。  

また、ヤングケアラーの負担や虐待リスクを軽減するため、家事・育児

に不安を抱える家庭の支援を行います。この支援により、こどもが本来持

つべき「こどもらしい時間」を取り戻すことで、学業や将来の選択肢を広

げ、精神的な不安を解消し、安心して学校生活を送り、将来の夢を追うこ

とができるようになってもらいたいと考えています。  

子育てを支える環境づくりにつきましては、こども誰でも通園制度とし

まして、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにか

かわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、

１か月の上限を定めたうえで、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用

できる新たな通園給付を行い、充実したこどもの居場所づくりに努めてま

いります。  

また、学童クラブの保育時間の延長及び夏休みなど長期休暇のみの児童

も受け入れるなど新たな取組を実施します。安心してこどもを産み育てる



6 

 

ことができるよう、より一層の子育て体制の充実を図るとともに、子育て

家庭の負担の軽減を図ってまいります。  

 学習しやすい教育環境の充実につきましては、町内の小学校３校の体育

館の空調設置工事の詳細設計を実施します。また、夏場の気温上昇による

児童生徒の登下校の安全に配慮するため、小中学校の第２学期の始業式を

９月１日にします。夏場の気温上昇期でも児童が安心して教育活動を行え

るよう教育環境の整備と充実を図ります。  

母子保健の充実につきましては、子育て情報や予防接種情報等を提供で

きる母子健康手帳アプリを導入いたします。これにより、妊産婦が必要な

情報や成長記録などをスマートフォンで気軽に確認できるようになり、予

防接種や検診の受け忘れも防ぎます。  

特色ある学校教育の推進につきましては、休日の部活動の地域展開を進

めるため、外部指導の実施回数等を増やし、地域と中学校の連携の充実を

図り、地域全体でこどもたちを育む学校づくりを推進します。  

  

（２）健康、福祉、社会保障  

 次に、「地域で支え合い、いきいきと暮らせるまちづくり」について申し

上げます。  

 健康づくりの推進につきましては、新保健センターが、令和８年度中に

いよいよ完成する予定です。母子保健・子育て支援のほか、各世代の健康

増進や疾病予防の新たな拠点として、町民の皆様一人ひとりが安心して暮

らせるやさしいまちづくりに取り組みます。  

高齢者福祉の推進につきましては、後期高齢者の個別健診における実施
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期間を現行の９月から１２月までの４か月間から、６月から１２月までの

７か月間に期間を延長し、後期高齢者健康診査の受診率向上に取り組みま

す。  

また、高齢男性の健康の維持と向上を目的とした「男性のための健康体

操教室」の開催を年間６教室から１２教室に拡充し、音楽をとりいれた高

齢者の健康づくりと社会参加促進を目的とする「音楽健康クラブ」におい

ては、中央公民館に加えて、北部地域の方々も参加しやすいよう、農村ト

レーニングセンターでも実施します。高齢者の皆様には、生きがいや活躍

の場づくりなどの社会参加の促進を図ることで、心身機能の維持向上や介

護予防につなげ、いつまでもいきいきと元気に日常生活を送っていただき

たいと考えております。  

 障がい者福祉の推進につきましては、ろう者とろう者以外の方が共生す

ることのできる地域社会の実現を目指し、手話言語条例の制定に向けて取

り組んでまいります。  

 

（３）人権、地域コミュニティ、スポーツ・芸術・文化  

 次に、「互いを認め合う、町民主体の地域コミュニティ豊かなまちづくり」

について申し上げます。  

 芸術・文化活動の充実につきましては、文化財の紹介等の動画制作に取

り組み、動画を公開することにより、郷土への愛着や誇りをもっていただ

けるよう取り組んでまいります。  

 音楽によるまちづくりの推進につきましては、引き続き、田園ホール・

エローラを中心に、 町民の皆様が気軽に音楽を楽しむことができる機会の
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充実に向け、国内外の優れた音楽家や松伏町にゆかりのある音楽家等によ

るコンサート、これからの松伏町を担うこどもたちに音楽を楽しんでもら

う事業などを含め、エローラ運営委員会において、ホールの特性を活かし

た事業を実施し、町の文化振興事業の活性化を図ってまいります。  

多様な学習機会の提供につきましては、中央公民館及び多世代交流学習

館でＷｉ－Ｆｉを利用できる環境を整備し、学習の場を提供してまいりま

す。  

 

（４）産業振興  

 次に、「活気あふれるにぎわいのまちづくり」について申し上げます。  

都市基盤の整備につきましては、令和７年６月１日に、国道４号線東埼

玉道路一般部が吉川市川藤から松伏町田島までの区間で延伸開通し、併せ

て都市計画道路浦和野田線も東埼玉道路との結節点まで延伸されました。

さらなる延伸には時間を要しますが、これら広域幹線道路の開通は、松伏

町にとって大きなチャンスであると捉えております。都心から３０キロ圏

内という高い利便性を活かし、雇用の拡大や自主財源の確保に向け、職住

近接の観点から、引き続き企業誘致を推進してまいります。  

 農業の振興につきましては、田島地区の農業用水設備の故障によって農

業用水の利用に大きな支障をきたしていることから、修繕を行い、農業用

水の安定供給を図ってまいります。  

 商業の振興につきましては、全国の皆様からご寄附をいただいているふ

るさと納税制度に関し、令和７年８月に策定した「松伏町ふるさと納税獲

得プロジェクト」に基づき、返礼品の充実・拡大を図るとともに、ふるさと
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納税サイト等において、検索内容に応じて松伏町の返礼品が表示されやす

くなる広告枠を活用し、寄附額のさらなる増加に向けた取組を進めてまい

ります。  

また、地域のにぎわい創出や町内外の交流促進に重要な役割を果たして

いる町民まつりにつきましては、ガバメントクラウドファンディングを活

用し、財源の一部を確保し、町民まつりの充実と持続的な開催に向けて取

り組んでまいります。これにより、持続可能で魅力あるまちづくりのため

の自主財源の確保と町の認知度向上を図ってまいります。  

勤労者支援の推進につきましては、町民の皆様のワーク・ライフ・バラ

ンスを考慮した多様な働き方に対応するため、中央公民館及び多世代交流

学習館にＷｉ－Ｆｉが利用できる環境を整備します。  

 

（５）生活基盤整備  

 次に、「持続可能で利便性の高い快適空間のまちづくり」について申し上

げます。  

 生活関連道路の整備につきましては、町民の皆様にとって身近な道路や

橋りょうが安全に通行できるように路面状況の調査結果を踏まえた計画に

基づき、ゆめみ野地区の町道８号線及び町道７４号線、大川戸地区の町道

２号線、築比地地区の町道３６１号線の舗装修繕工事を実施し、住環境を

維持してまいります。また、これまで歩道の改修を行っていた田中地区及

びゆめみ野地区の町道６号線に加え、かがり火公園からふれあい橋までの

町道７号線の歩道の修繕を実施し、私が公約で掲げております歩行者にや

さしい町を目指し、生活道路や歩道の維持管理に努めるとともに、誰もが
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安心して利用できる道路環境の整備に取り組んでまいります。  

また、大川戸地区の松の木橋につきましては、長寿命化計画に基づき、

補修するための設計業務を実施し、適正な維持管理に努めるとともに、長

寿命化を図ってまいります。  

さらに、令和８年度は狭あい道路の解消にも取り組んでまいります。大

川戸地区において、地域の皆様の協力をいただきながら、町道６４１号線

の道路拡幅工事を実施し、通行の安全と利便性の向上を図ってまいります。 

公共交通につきましては、令和６年度に策定した「松伏町地域公共交通

計画」に基づき、各種施策に取り組んでまいります。町民の皆様の日常生

活を支えるバス・タクシーなどの地域公共交通の維持に努めるとともに、

引き続き沿線自治体と連携し、地下鉄８号線やＢＲＴの整備促進に向けた

要望活動等を行ってまいります。  

 都市公園の整備につきましては、松伏記念公園などに防犯カメラを設置

し、町民の皆様が安心して公園を利用できる環境を整えてまいります。  

 

（６）生活環境、安全・安心、防災  

 次に、「安全・安心な暮らしのできるまちづくり」について申し上げます。  

将来にわたって、環境にやさしい持続可能なまちづくりを推進するため

には、脱炭素社会の実現は重要なテーマのひとつです。  

 資源循環社会の推進につきましては、町内清掃事業者による環境事業協

同組合の運営を支援し、事業者の経営安定化や業務効率化を図り、未来に

つながる地域環境の実現に向け、地域ぐるみで取り組んでまいります。  

 防犯体制の強化につきましては、犯罪発生を抑止し、地域の防犯力向上
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や町民の皆様の安全安心を守るため、家庭用防犯カメラを設置する世帯に

対して、引き続き補助金を交付します。  

災害に強いまちづくりの推進につきましては、周辺環境の変化に伴い、

防災行政無線が聞こえづらい地域を補完するため、防災行政無線子局を設

置し、町民の皆様に対し確実に情報伝達できるよう整備してまいります。  

さらに、自主防災組織の活動を支援し、新たな加入者の拡大を促進する

ため、補助金の世帯当たり単価を拡充し、地域の防災力向上に取り組んで

まいります。  

   

（７）行財政運営  

 次に、「効率的で質の高い町政運営を進めるまちづくり」について申し上

げます。  

効率的な行政運営につきましては、「選ばれるまち松伏」の実現に向けた

政策決定及びシティプロモーションを一体的に行い、並びに行財政運営の

効率化を図るとともに、近年、頻発化及び激甚化が進む自然災害などに迅

速に対応するため、課の再編を行います。  

また、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進につきまして

は、「松伏町ＤＸ推進計画」に基づき、自治体フロントヤード改革の推進を

図るため、１月に導入した「スマホ町役場」の更なるサービス機能の追加

を実施し、町民の皆様の利便性向上や業務の効率化を図ってまいります。

また、デジタル技術の活用と併せて、不慣れな方への情報格差が生じない

よう配慮し、一人ひとりのニーズに合ったサービスを提供することで、地

域課題の解決や新しい時代にふさわしい行政サービスの構築を進めてまい
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ります。さらに、開かれた議会を推進する取組の一つとして、インターネ

ットによる議会映像の録画配信を実施いたします。  

シティプロモーションの推進につきましては、令和８年度は、町内で撮

影する動画をフィルムコミッションとして活用し、映像作品の撮影誘致を

通じた地域の魅力発信によるシティプロモーションを展開してまいります。

引き続き、若い世代の皆様に、まちの魅力を再認識してもらい、まちへの

愛着と誇りを持ってこれからの松伏町の原動力になっていただきつつ、町

外にお住いの皆様に対して町の認知度向上とイメージアップを図ってまい

ります。  

職員の人材育成につきましては、新年度は東南部都市連絡調整会議の人

事交流にて、新たな派遣先へ２年間職員を派遣します。派遣先で培った知

識や経験を、組織の活性化や人材育成に活用してまいります。  

 

４．令和８年度予算の概要  

引き続き、令和８年度一般会計予算並びに特別会計予算の概要の説明を

いたします。  

議案第１６号「令和８年度松伏町一般会計予算」は、１０２億３，３０

０万円で、前年度に比べ、額にして５億７，９００万円、率にして５．４  

％の減となりました。  

 また、３つの特別会計予算総額は６３億１，０６０万７，０００円で、

前年度に比べ、額にして１億８，９６８万３，０００円、率にして３．１  

％の増となりました。  
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一般会計の歳入については、その主要部分を占める１款  町税は、３４

億２，６０３万６，０００円で、前年度に比べ、町民税は２，６００万円

の増、固定資産税は９，２００万円の増を見込み、町税総額にして１億５

００万１，０００円の増となりました。  

７款  地方消費税交付金は、消費者の動向を見据え、６億５，０００万

円を見込みました。  

１０款  地方交付税は、基準財政需要額、基準財政収入額等の増減要因

を精査した結果、２１億３，０００万円を見込みました。  

 １４款  国庫支出金及び１５款  県支出金は、該当する事務事業の有無

により左右されますが、合わせて２５億１，１６８万３，０００円を見込

みました。  

１８款  繰入金は、５億８，１０７万７，０００円となりました。各種

積立基金を最大限活用し、自主財源の確保に努めた結果、主に財政調整基

金から５億４，５９６万２，０００円、公用・公共用施設整備基金から２ , 

３００万円、森林環境整備基金から７００万円を繰入れます。なお、財政

調整基金残高は、令和８年度当初予算編成後で２億７，０００万円程度と

なり、引き続き財政的に大変厳しい状況となっています。  

 ２１款  町債については、２億８，４４０万円となりました。なお、一

般会計での町債残高は、令和８年度末で６１億１，３００万円程度が見込

まれますが、将来の財政負担の軽減を図るという観点から、年度末現在高

や後年度の元利償還金などに十分配慮し、引き続き有利な町債を活用した

いと考えています。  
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 次に、歳出についてですが、先ほど申し上げました５つの重点施策を中

心に置き、予算を編成しました。  

１款  議会費は、１億４６２万５，０００円となりました。  

２款  総務費は、１３億３，５９０万８，０００円となりました。主に、  

庁舎管理に係る経費や情報系機器等の運用及び更新に係る経費、令和９年

４月に任期満了となる県議会議員選挙関連の経費を計上しております。  

３款  民生費は、４２億７，０６１万９，０００円となりました。主に、  

こども医療費に係る経費や障害福祉サービスに係る経費を計上しておりま

す。  

４款  衛生費は、１３億８，７２４万９，０００円となりました。主に、

令和７年度に引き続き、保健センター移設建替えに係る経費やリサイクル  

センターの管理運営に係る経費を計上しております。  

５款  農林水産業費は、１億３，２７３万円となりました。主に、農業

用排水路及びかんがい施設の維持管理や農業基盤整備に係る経費を計上し

ております。  

 ６款  商工費は、４，９８０万８，０００円となりました。主に、ふる

さと納税管理事業に関連する経費や町民まつりの実施に関連する経費を計

上しております。  

７款  土木費は、５億９，８４４万５，０００円となりました。主に、

町道７号線の歩道修繕工事や町道２号線舗装修繕工事に係る経費を計上し

ています。  
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８款  消防費は、６億４，７４１万９，０００円となりました。主に、

防災行政無線子局設置工事に係る経費や国土強靭化地域計画策定業務委託

に係る経費を計上しています。  

９款  教育費は、９億４，６８３万９，０００円となりました。主に、

小学校体育館空調設置工事詳細設計業務委託料や小学校給食費の無償化に

係る経費を計上しています。  

 以上が  歳入歳出の概要です。  

 次に「第２表  債務負担行為」ですが、表に示した１５の事項を提出し

ます。  

 続いて「第３表  地方債」につきましては、総額２億８，４４０万円の

借り入れを予定しています。  

 

次に、特別会計ですが、議案第１７号「令和８年度  松伏町国民健康保  

険特別会計予算」は、３１億６，７６０万７，０００円で、前年度に比べ、  

額にして４ ,１１０万３，０００円、率にして１．３％の増となりました。

主な要因は、子ども・子育て支援納付金の皆増によるものです。  

 主な歳入は、１款  国民健康保険税５億８，０１２万６，０００円、４

款  県支出金２２億７，４５６万８，０００円、７款  繰入金２億６，５

４０万５，０００円などです。  

主な歳出は、２款  保険給付費２２億４，９７９万１，０００円、３款  

国民健康保険事業費納付金８億２，２７５万９，０００円、４款  保健事

業費３，１０７万７，０００円などです。  
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議案第１８号「令和８年度  松伏町介護保険特別会計予算」は、２５億

７，９６７万７，０００円で、前年度に比べ、額にして８，７１８万７，

０００円、率にして３．５％の増となりました。主な要因は、介護サービ

ス等給付事業の増額によるものです。  

 主な歳入は、１款  保険料５億４，８３３万７，０００円、３款  国庫

支出金４億６，７８４万４，０００円、４款  支払基金交付金６億５，８

９８万６，０００円です。  

 主な歳出は、１款  総務費７，９８２万６，０００円、２款  保険給付

費２３億６，０９２万９，０００円、３款  地域支援事業費１億３，７９

７万９，０００円です。  

 

議案第１９号「令和８年度  松伏町後期高齢者医療特別会計予算」は、

５億６，３３２万３，０００円で、前年度と比べ、額にして６，１３９万

３，０００円、率にして１２．２％の増となりました。主な要因は、後期

高齢者医療広域連合納付金納付事業等の増額によるものです。  

 主な歳入は、１款  後期高齢者医療保険料４億３，９８１万円、４款  

繰入金１億２，１９６万４，０００円です。  

主な歳出は、１款  総務費２，５４９万８，０００円、２款  後期高齢

者医療広域連合納付金５億３，５３６万３，０００円です。  

 

議案第２０号「令和８年度  松伏町下水道事業会計予算」の収益的収入

及び支出予定額については、収益的収入が５億１，８６２万５，０００円

で、前年度に比べ、額にして５１２万円、率にして１％の減となりました。
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主な要因は、一般会計からの繰入額の減額によるものです。  

主な収入として、営業収益２億９８４万６，０００円、営業外収益３億

８７７万円９，０００円などです。  

 

収益的支出は、５億１，８４４万５，０００円で、前年度に比べ、額にし

て２８６万円、率にして０．５％の減となりました。主な要因は、営業外費

用の減額によるものです。  

 主な支出は、営業費用４億９，６９１万円、営業外費用１９０３万５，０

００円などです。  

  

 次に、資本的収入及び支出予定額については、資本的収入が２億３，１

８５万５ ,０００円、前年度に比べ１億４，０６４万３，０００円、率にし

て１５４．２％の増となりました。主な要因は、企業債、国庫補助金の増額

によるものです。  

 主な収入は、公共下水道事業資本的収入、第１項  企業債１億１，４１

０万円、第２項  国庫補助金７，６９０万円などです。  

 

資本的支出は４億２３９万６ ,０００円、前年度に比べ１億１，６４７万

９，０００円、率にして４０．７％の増となりました。主な要因は、建設改

良費の増額によるものです。  

 主な支出は、第１款  公共下水道事業資本的支出、第１項  建設改良費

２億６１４万６ ,０００円、第２項  企業債償還金１億９，１２８万８，０

００円などです。  
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５．おわりに  

 以上、令和８年度における町政運営の基本的な考え方と主な施策、予算

の概要について申し上げました。  

 本施政方針でお示しした取組は、いずれも町民の皆様の声に耳を傾け、

現場の課題を一つひとつ見つめ直す中で検討を重ねてきたものです。  

 私が町長に就任してからの約９か月間、町民の皆様との対話を何よりも

大切にし、「町民の皆様が主役のまちづくり」を町政運営の根幹に据えて取

り組んでまいりました。その中で、町民の皆様が日々の暮らしの中で感じ

ておられる不安や期待、そして松伏町への深い愛着を、改めて実感してお

ります。  

 少子高齢化の進行、物価高騰、社会情勢の変化など、松伏町を取り巻く

環境は依然として厳しく、先行きが見通しにくい時代が続いております。

こうした状況だからこそ、変化を恐れず、柔軟かつ着実に課題に向き合う

姿勢が求められているものと考えております。  

今後も、議員の皆様、町民の皆様をはじめ、まちづくりに関わる全ての

皆様と力を合わせ、職員と一丸となり、町政運営に全力を尽くすことをこ

こに申し上げ、令和８年度の施政方針及び予算の概要説明といたします。  

 


